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第６節 海上簡易輸入申告 

 

システムを使用して「海上小口貨物に係る簡易通関について（令和 6 年 6 月 11 日財関第 587 号）」

に規定する海上小口貨物に係る輸入申告（以下この節において「海上簡易輸入申告」という。）を行

う場合は、この節の定めるところによる。 

【対象貨物】 

① 海上貨物のうち通販貨物に該当するもの。 

② 貨物の購入者（関税法施行令第 59 条第１項第６号イに規定する購入者をいう。）ごとに輸入

申告され、その申告貨物について関税定率法第 14 条第 18 号(無条件免税)の規定が適用され

るもの（課税価格の合計額が１万円以下であり、かつ、 関税定率法施行令第 16 条の３（関

税を免除することを適当としない物品の指定）に指定される品目に該当しないもの。）。 

③ 消費税以外の内国消費税の課税対象とならないもの。 

④ 関税法第 70 条第１項又は第２項（証明又は確認）に規定する他の法令の証明又は確認を要

しないもの。 

⑤ 関税法第 71 条（原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入）に規定する原産地虚偽又

は誤認表示がされていないもの。 

⑥ 輸入申告又は予備申告までに、後記１(1)（登録の方法）による事前情報の提供がされるも

の。 

⑦ システムにより申告されるもの。 

【海上簡易輸入申告の流れ】 

 

 

 

 

 

 

１ 混載貨物事前情報の登録 

(1) 登録の方法 

「海上簡易輸入申告」（業務コード：ＳＤＣ）を行う者は、申告又は予備申告に先立ち、「混載

貨物事前情報登録」業務（業務コード：ＳＫＡ）を利用して、次の事項を入力し送信することに

より、海上小口貨物に係る事前情報をシステムに登録する必要がある。 

なお、本業務は、訂正又は撤回に係る業務がないため留意すること。また、本業務実施後に仕

分け等によりＢ／Ｌ番号が変更となった場合で、引き続き「海上簡易輸入申告」（業務コード：

ＳＤＣ）を行う予定のＢ／Ｌ番号がある場合は、変更後のＢ／Ｌ番号で再度本業務を実施する必

要があるため留意すること。 

本業務を利用するためには、実施可能者として予めシステムに登録されている必要がある。 

実施可能者に係る登録手続については、「海上小口貨物に係る簡易通関について（令和 6 年 6

月 11 日財関第 587 号）」に定めるとおり税関に対して事前の申出を行うこと。 

予備申告 

ＳＤＣ 

申告又は本申告 

ＳＤＣ 

呼出し 

ＳＤＤ 
呼出し 

ＳＤＤ 
呼出し 

ＳＤＤ 

申告変更 

ＳＤＥ 
事前情報登録 

ＳＫＡ 
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

１ マスターＢ／Ｌ番号

（最上位） 

(「マスターＢ／Ｌ（最

上位）＊」欄) 

(1) 最上位の親Ｂ／Ｌ番号を入力する。 

(2) 船会社コード（ＮＡＣＣＳ用船会社コ ード）（「業務コード集」

参照））＋Ｂ／Ｌ番号の体系で入力する。 

２ 貨物情報自動登録要

否 

（「貨物情報自動登

録」欄) 

貨物情報の自動登録を行う場合は、チェックボックスをチェック

する。 

 

３ 関連付けマスターＢ

／Ｌ番号 

(｢関連付けマスター

Ｂ／Ｌ｣欄) 

貨物情報の自動登録を行う場合であって、親Ｂ／Ｌ（本欄）と子

Ｂ／Ｌ（ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号）との関連付けを行う場

合は、必須入力する。 

なお、１親Ｂ／Ｌに対して関連付け可能な子Ｂ／Ｌは最大 99 件

である。 

４ 保税地域等コード 

（「保税地域」欄） 

(1) 「関連付けマスターＢ／Ｌ」欄を入力した場合は、必須入力す

る。 

(2) 通関予定の保税地域を保税地域コード（「業務コード集」参照）

で入力する。 

５ 申告予定先官署コー

ド 

（「申告予定先官署

＊」欄） 

申告予定の税関官署を税関官署コード（「業務コード集」参照）

で必須入力する。 

６ 通知先（申告予定者）

コード 

（「通知先（申告予定

者）」欄） 

混載貨物事前情報登録完了通知を出力する場合は、出力先とする

通関業者の利用者コードを入力する。 

以下、項番７から 95 は、最大 20 欄まで繰り返し入力することができる。 

７ ハウスＢ／Ｌ・混載子

Ｂ／Ｌ番号 

（「ハウスＢ／Ｌ・混

載子Ｂ／Ｌ番号」欄） 

ハウスＢ／Ｌ番号を必須入力する。 

８ 品名 

（「品名」欄） 

品名を必須入力する。 

 

９ 最終仕向地コード 

（「最終仕向地コー

ド」欄） 

最終仕向地について次のとおり入力する。 

① 最終仕向地が国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に掲

載されている場合は、国名コード（２桁）及び地域コード（３

桁）を入力する（例：横浜港の場合、「ＪＰＹＯＫ」）。 

② 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に地域コードが掲
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

載されていない場合は、国名コード（２桁）に「ＺＺＺ」を

加えて入力する（例：「ＪＰＺＺＺ」）。 

10 最終仕向地名 

（「最終仕向地名」欄） 

「最終仕向地コード」欄を入力した場合で、最終仕向地コードに

対する名称がシステムに登録されていない場合は、必須入力する。 

11 荷渡地コード 

（「荷渡地コード」欄） 

荷渡地について次のとおり入力する。 

① 荷渡地が国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に掲載さ

れている場合は、国名コード（２桁）及び地域コード（３桁）

を入力する（例：（例：横浜港の場合、「ＪＰＹＯＫ」）。 

② 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に地域コードが掲

載されていない場合は、国名コード（２桁）に「ＺＺＺ」を

加えて入力する（例：「ＪＰＺＺＺ」）。 

12 荷渡地名 

（「荷渡地名」欄） 

「荷渡地コード」欄を入力した場合で、荷渡地コードに対する名

称がシステムに登録されていない場合は、必須入力する。 

13 販売者コード 

（「販売者コード」欄） 

輸出入者コード又は法人番号を有する販売者の場合は、輸出入者

コード又は法人番号を入力する。 

14 販売者名 

（「販売者名」欄） 

次のいずれかに該当する場合は、販売者名を必須入力する。 

① 「販売者コード」欄を入力しなかったとき。 

② 「販売者コード」欄に関連付けのない法人番号を入力したと

き。 

販売者の住所について、連続して入力する場合は、15 の項目に入力し、分割して入力する場合

は、以下 16 から 19 までの項目に入力（具体的な入力方法については、この章第１節別紙６（住所

の入力方法）参照）する。 

15 販売者住所（連続入

力） 

（「販売者住所（連続

入力）」欄） 

(1) 「販売者コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、販売者の住所を入力する。 

(2) 分割された販売者住所に入力がある場合は、入力不可。 

16 販売者住所１／４ 

（「販売者住所１／

４」欄） 

(1)「販売者コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、販売者の住所を入力する。 

(2)「販売者住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力不可。 

17 販売者住所２／４ 

（「販売者住所２／

４」欄） 

(1)「販売者コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、販売者の住所を入力する。 

(2)「販売者住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力不可。 

18 販売者住所３／４ 

（「販売者住所３／

４」欄） 

(1)「販売者コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、販売者の住所を入力する。 

(2)「販売者住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力不可。 
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

19 販売者住所４／４ 

（「販売者住所４／

４」欄） 

(1) 「販売者コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、販売者の住所を入力する。 

(2)「販売者住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力不可。 

20 販売者郵便番号 

（「販売者郵便番号」

欄） 

(1) 「販売者コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、販売者の郵便番号を入力する（区切

り符号は入力しない。）。 

(2) 外国法人の場合であって、桁数が９桁を超える場合は、９桁目

までを入力する。 

21 販売者国名コード 

（「販売者国名コー

ド」欄） 

(1) 「販売者コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、販売者の国を国連ＬＯＣＯＤＥ（「業

務コード集」参照）の国名コードで入力する。 

(2) 「ＺＸ」（保税工場及び総合保税地域）、「ＺＹ」（指図式）

及び「ＺＺ」（不明）については、入力不可。 

22 販売者電話番号 

（「販売者電話番号」

欄） 

(1) 「販売者コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、販売者の電話番号を市外局番から入

力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 外国法人の場合で桁数が 14 桁を超える場合は、14 桁目までを

入力する。 

23 依頼受託者（フォワー

ダー等）コード 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）コード」

欄） 

輸出入者コード又は法人番号を有する依頼受託者（フォワーダー

等）の場合は、輸出入者コード又は法人番号を入力する。 

 

24 依頼受託者（フォワー

ダー等）名 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）名」欄） 

次のいずれかに該当する場合は、依頼受託者（フォワーダー等）

名を必須入力する。 

① 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかっ

たとき。 

② 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄に関連付けのな

い法人番号を入力したとき。 

依頼受託者（フォワーダー等）の住所について、連続して入力する場合は、25 の項目に入力し、

分割して入力する場合は、以下 26 から 29 までの項目に入力（具体的な入力方法については、こ

の章第１節別紙６（住所の入力方法）参照）する。 

25 依頼受託者（フォワー

ダー等）住所（連続入

力） 

(1) 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかった

場合又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、依頼受託者

（フォワーダー等）の住所を入力する。 

(2) 分割された依頼受託者（フォワーダー等）住所に入力がある場

合は、入力不可。 
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）住所（連

続入力）」欄） 

26 依頼受託者（フォワー

ダー等）住所１／４ 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）住所１／

４」欄） 

(1) 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかった

場合又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、依頼受託者

（フォワーダー等）の住所を入力する。 

(2) 「依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）」欄に入力  

がある場合は、入力不可。 

27 依頼受託者（フォワー

ダー等）住所２／４ 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）住所２／

４」欄） 

(1) 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかった

場合又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、依頼受託者

（フォワーダー等）の住所を入力する。 

(2) 「依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）」欄に入力  

がある場合は、入力不可。 

28 依頼受託者（フォワー

ダー等）住所３／４ 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）住所３／

４」欄） 

(1) 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかった

場合又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、依頼受託者

（フォワーダー等）の住所を入力する。 

(2) 「依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）」欄に入力  

がある場合は、入力不可。 

29 依頼受託者（フォワー

ダー等）住所４／４ 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）住所４／

４」欄） 

(1) 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかった

場合又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、依頼受託者

（フォワーダー等）の住所を入力する。 

(2) 「依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）」欄に入力  

がある場合は、入力不可。 

30 依頼受託者（フォワー

ダー等）郵便番号 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）郵便番

号」欄） 

(1) 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかった

場合又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、依頼受託者

（フォワーダー等）の郵便番号を入力する。 

(2) 外国法人の場合であって、桁数が９桁を超える場合は、９桁目

までを入力する。 

31 依頼受託者（フォワー

ダー等）国名コード 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）国名コー

ド」欄） 

(1) 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかった

場合又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、依頼受託者

（フォワーダー等）の国を国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」

参照）の国名コードで入力する。 

(2) 「ＺＸ」（保税工場及び総合保税地域）、「ＺＹ」（指図式）及び

「ＺＺ」（不明）については、入力不可。 

32 依頼受託者（フォワー

ダー等）電話番号 

(1) 「依頼受託者（フォワーダー等）コード」欄を入力しなかった

場合又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、依頼受託者
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

（「依頼受託者（フォ

ワーダー等）電話番

号」欄） 

（フォワーダー等）の電話番号を市外局番から入力する（区切り

符号は入力しない。）。 

(2) 外国法人の場合で桁数が 14 桁を超える場合は、14 桁目までを

入力する。 

33 荷受人コード 

（「荷受人コード」欄） 

輸出入者コード又は法人番号を有する荷受人の場合は、輸出入

者コード又は法人番号を入力する。 

34 荷受人名 

（「荷受人名」欄） 

次のいずれかに該当する場合は、荷受人名を必須入力する。 

① 「荷受人コード」欄を入力しなかったとき。 

② 「荷受人コード」欄に関連付けのない法人番号を入力したと

き。 

荷受人の住所について、連続して入力する場合は、35 の項目に入力し、分割して入力する場合

は、以下 36 から 39 までの項目に入力（具体的な入力方法については、この章第１節別紙６（住所

の入力方法）参照）する。 

35 荷受人住所（連続入

力） 

（「荷受人住所（連続

入力）」欄） 

(1) 「荷受人コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、本欄又は分割された荷受人住所のい

ずれかに荷受人の住所を必須入力する。 

(2) 分割された荷受人住所に入力がある場合は、入力不可。 

36 荷受人住所１／４ 

（「荷受人住所１／

４」欄） 

(1) 「荷受人コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、本欄又は「荷受人住所（連続入力）」

欄のいずれかに荷受人の住所を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力不可。 

37 荷受人住所２／４ 

（「荷受人住所２／

４」欄） 

(1) 「荷受人コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、本欄又は「荷受人住所（連続入力）」

欄のいずれかに荷受人の住所を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力不可。 

38 荷受人住所３／４ 

（「荷受人住所３／

４」欄） 

(1) 「荷受人コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、本欄又は「荷受人住所（連続入力）」

欄のいずれかに荷受人の住所を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力不可。 

39 荷受人住所４／４ 

（「荷受人住所４／

４」欄） 

(1) 「荷受人コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、荷受人の住所を入力する。 

(2)「荷受人住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力不可。 

40 荷受人郵便番号 

（「荷受人郵便番号」

欄） 

(1) 「荷受人コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、荷受人の郵便番号を入力する。 

(2) 外国法人の場合であって、桁数が９桁を超える場合は、９桁目

までを入力する。 

41 荷受人国名コード (1) 「荷受人コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

（「荷受人国名コー

ド」欄） 

法人番号を入力した場合は、荷受人の国名を国連ＬＯＣＯＤＥ

（「業務コード集」参照）の国名コードで入力する。 

(2) 「ＺＸ」（保税工場及び総合保税地域）、「ＺＹ」（指図式）

及び「ＺＺ」（不明）については、入力不可。 

42 荷受人電話番号 

（「荷受人電話番号」

欄） 

(1) 「荷受人コード」欄を入力しなかった場合又は関連付けのない

法人番号を入力した場合は、荷受人の電話番号を市外局番から入

力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 外国法人の場合で桁数が 14 桁を超える場合は、14 桁目までを

入力する。 

以下 43 から 52 までの項目は、最大２欄まで繰り返し入力することができる。 

43 着荷通知先コード 

（「着荷通知先コー

ド」欄） 

輸出入者コード又は法人番号を有する着荷通知先の場合は、輸

出入者コード又は法人番号を入力する。 

44 着荷通知先名 

（「着荷通知先名」欄） 

(1) 次のいずれかに該当する場合は、着荷通知先名を必須入力す

る。 

① 貨物情報の自動登録を行わない場合、かつ、「着荷通知先コー

ド」欄に関連付けのない法人番号を入力したとき。 

② 貨物情報の自動登録を行う場合で、「着荷通知先コード」欄を

入力しなかったとき（１欄以上。）。 

 ③ 貨物情報の自動登録を行う場合、かつ、「着荷通知先コード」

欄に関連付けのない法人番号を入力したとき（１欄以上。）。 

(2) 貨物情報の自動登録を行わない場合で、「着荷通知先コード」

欄を入力しなかった場合は、着荷通知先名を入力する。 

着荷通知先の住所について、連続して入力する場合は、45 の項目に入力し、分割して入力する

場合は、以下 46 から 49 までの項目に入力（具体的な入力方法については、この章第１節別紙６

（住所の入力方法）参照）する。 

45 

 

着荷通知先住所（連続

入力） 

(「着荷通知先住所（連

続入力）」欄) 

(1) 「着荷通知先コード」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

の住所を入力する。 

(2) 分割された着荷通知先住所に入力がある場合は、入力不可。 

46 着荷通知先住所１／

４ 

（「着荷通知先住所１

／４」欄） 

(1) 「着荷通知先コード」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

の住所を入力する。 

(2) 「着荷通知先住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力

不可。 

47 着荷通知先住所２／

４ 

(1) 「着荷通知先コード」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

の住所を入力する。 

(2) 「着荷通知先住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

（「着荷通知先住所２

／４」欄） 

不可。 

48 着荷通知先住所３／４ 

（「着荷通知先住所３／

４」欄） 

(1) 「着荷通知先コード」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

の住所を必須入力する。 

(2) 「着荷通知先住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力

不可。 

49 着荷通知先住所４／４ 

（「着荷通知先住所４／

４」欄） 

(1) 「着荷通知先コード」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

の住所を入力する。 

(2) 「着荷通知先住所（連続入力）」欄に入力がある場合は、入力

不可。 

50 着荷通知先郵便番号 

（「着荷通知先郵便番

号」欄） 

(1) 「着荷通知先コード」欄を入力しなかった場合は、荷受人の郵

便番号を入力する。 

(2) 外国法人の場合であって、桁数が９桁を超える場合は、９桁目

までを入力する。 

51 着荷通知先国名コード 

（「着荷通知先国名コー

ド」欄） 

(1) 「着荷通知先コード」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

の国を国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）の国名コード

で入力する。 

(2) 「ＺＸ」（保税工場及び総合保税地域）、「ＺＹ」（指図式）  

及び「ＺＺ」（不明）については、入力不可。 

52 着荷通知先電話番号 

（「着荷通知先電話番

号」欄） 

(1) 「着荷通知先コード」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

の電話番号を市外局番から入力する（区切り符号は入力しな

い。）。 

(2) 外国法人の場合で桁数が 14 桁を超える場合は、14 桁目までを

入力する。 

53 荷受人・運送場所識別 

（「荷受人・運送場所識

別」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

・貨物の運送先（注）が荷受人（輸入者）の住

所と同じ場所であり、運送場所の各欄に入力

しない場合 

・貨物の運送先が当該貨物の運送契約において

定められていない場合 

１ 

上記１以外の場合 ２ 

（注） 

運送先とは、輸入しようとする貨物に係る運送契約において、

輸入の許可がされた後に運送される場所として定められている

ものをいう。なお、一の貨物について経由地を含めて２以上の運
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

送される場所がある場合には、最後に運送される場所を当該貨物

の運送先とする。以下この節において同じ。 

54 運送場所の所在地（郵便

番号）（「運送場所の所在

地（郵便番号）」欄） 

(1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合は、運送

先の郵便番号を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

運送場所の所在地について分割して入力する場合は、以下 55 から 58 までの項目に入力（具体的

な入力方法については、この章第１節別紙６（住所の入力方法）参照）し、連続して入力する場合

は 59 の項目に入力する。 

55 運送場所の所在地１（都

道府県名） 

(「運送場所の所在地１

（都道府県名）」欄) 

(1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合は、本欄

又は「運送場所の所在地（連続入力）」欄のいずれかを必須入力

する。 

56 運送場所の所在地２（市

区町村（行政区名）） 

(「運送場所の所在地２

（市区町村（行政区

名））」欄) 

(1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合は、本欄

又は「運送場所の所在地（連続入力）」欄のいずれかを必須入力

する。 

57 運送場所の所在地３（町

域名・番地） 

(「運送場所の所在地３

（町域名・番地）」欄) 

(1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合は、本欄

又は「運送場所の所在地（連続入力）」欄のいずれかを必須入力

する。 

58 運送場所の所在地４（ビ

ル名ほか） 

(「運送場所の所在地４

（ビル名ほか）」欄) 

(1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合は、入力

する。 

59 運送場所の所在地（連続 (1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

入力） 

(「運送場所の所在地（連

続入力）」欄) 

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合で、本欄

又は分割された運送場所の所在地のいずれかを必須入力する。 

60   名称等識別 

(「名称等識別」欄) 

(1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合は、次の

区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

「運送場所の名称等」欄に「運送先の場所の名

称」を入力する場合 
１ 

「運送場所の名称等」欄に「運送先において貨

物の引渡しを受ける者の氏名又は名称」を入力

する場合 

２ 

 

61 運送場所の名称等 

(「運送場所の名称等」

欄) 

(1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合は、荷受

人（輸入者）の住所以外の運送先に係る名称等を必須入力する。 

62 

 

運送場所の電話番号 

(「運送場所の電話番号」

欄) 

(1) 「荷受人・運送場所識別」欄に「１」を入力した場合は、入力

不可。 

(2) 「荷受人・運送場所識別」欄に「２」を入力した場合は、荷受

人（輸入者）の住所以外の運送先に係る電話番号を市外局番から

入力する（区切り符号は入力しない。）。 

63 プラットフォーム等コ

ード 

（「プラットフォーム等

コード」欄） 

通信販売において利用されたプラットフォームの名称等にあた

るプラットフォーム等コード（業務コード集参照）を必須入力する。 

（注）プラットフォーム等コードの入力に際して、該当のコード

がない場合は、バスケットコード（例：ＺＺＺＺＺＺ等、末尾３桁

が「ＺＺＺ」のもの）を入力する。 

64 プラットフォーム名等 

（「プラットフォーム名

等」欄） 

「プラットフォーム等コード」欄にバスケットコードを入力した

場合は、該当するプラットフォームの名称等を必須入力する。 

 

65 代表品目番号 

（「代表品目番号」欄） 

貨物の代表品目番号をＨＳコード（６桁又は４桁）より入力する。 

66 記号番号 

（「記号番号」欄） 

貨物情報の自動登録を行う場合、貨物の記号及び番号を必須入力

する。 

67 個数 

（「個数」欄） 

(1)  貨物の外装個数を必須入力する。 

(2)  「０」は入力不可。 

(3) 小数点以下は入力不可。 



１－６－１１ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

※個数により入力できない場合は、「１」を入力する。 

68 個数単位コード 

（「個数単位コード」欄） 

個数の単位を包装種類コード（「業務コード集」参照）で必須入

力する。 

69 総重量 

（「総重量」欄） 

(1)  貨物の総重量を必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3)  小数点以下第３位まで入力することができる。 

70 重量単位コード 

（「重量単位コード」欄） 

 重量の単位を数量単位コード（総重量及び総容積）（「業務コード

集」参照）で必須入力する。  

71 ネット重量 

（「ネット重量」欄） 

(1)  貨物のネット重量を必須入力する。  

(2)  「０」は入力不可。  

(3)  小数点以下第３位まで入力することができる。  

72 

 

重量単位コード 

（「重量単位コード」欄） 

 重量の単位を数量単位コード（総重量及び総容積）（「業務コード

集」参照）で必須入力する。  

73 容積 

（「容積」欄） 

(1)  貨物の容積を入力する。  

(2)  「０」は入力不可。  

(3)  小数点以下第３位まで入力することができる。 

74 

 

容積単位コード 

（「容積単位コード」欄） 

「容積」欄を入力した場合は、容積の単位を数量単位コード（総

重量及び総容積）（「業務コード集」参照）で必須入力する。   

75 原産国コード 

（「原産国コード」欄） 

貨物の原産地を国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）の国

名コードで必須入力する。 

76 特殊貨物コード 

（「特殊貨物コード」欄） 

貨物に特殊貨物が含まれる場合は、ＳＰＣ（特殊貨物）コード（「業

務コード集」参照）で入力する。 

77 海上運賃（フレート） 

（「海上運賃（フレー

ト）」欄） 

(1) 海上運賃通貨種別コードが「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以

下第２位まで入力できる。 

(2) 海上運賃通貨種別コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数点以下入

力不可。 

78 海上運賃通貨種別コー

ド 

（「海上運賃通貨種別コ

ード」欄） 

  「海上運賃（フレート）」欄を入力した場合は、海上運賃の通貨

種別を通貨コード（「業務コード集」参照）で必須入力する。 

79 記事 

（「記事」欄） 

  貨物に関する事項を入力する。 

80 入港（予定）年月日 

（「入港（予定）年月日」

欄） 

  積載船舶が船卸港に入港する年月日を西暦（８桁）で必須入力す

る。 

81 船卸港コード 船卸港について次のとおり必須入力する。 
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

（「船卸港コード」欄） ① 船卸港の地域コードが国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」

参照）に掲載されている場合は、国名コード（２桁）及び地域

コード（３桁）を入力する（例：横浜港の場合、「ＪＰＹＯ

Ｋ」）。 

② 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に船卸港の地域コ

ード（３桁）が掲載されていない場合は、国名コードに「Ｚ

ＺＺ」を付したコードを入力（例：「ＪＰＺＺＺ」）し、港

名を「記事」欄に入力する。 

82 積出地コード 

（「積出地コード」欄） 

積出地について次のとおり入力する。 

① 積出地が国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に掲載さ

れている場合は、国名コード（２桁）及び地域コード（３桁）

を入力する（例：韓国の釜山港の場合は、「ＫＲＰＵＳ」。 

② 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に積出地の国名コ

ードは掲載されているものの、地域コードは掲載されていな

い場合は、国名コード（２桁）に「ＺＺＺ」を加えて入力す

る（例：韓国の場合、「ＫＲＺＺＺ」）。 

③ 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に積出地の国名コ

ード２桁）及び地域コード（３桁）がともに掲載されていな

い場合は、「ＺＺＺＺＺ」を入力する。 

83 積出地名 

（「積出地名」欄） 

積出地コードに対する名称がシステムに登録されていない場合

は、必須入力する。 

84 集荷都市コード 

（「集荷都市コード」欄） 

集荷都市について次のとおり必須入力する。  

① 集荷都市が国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に掲載

されている場合は、国名コード（２桁）及び地域コード（３桁）

を入力する（例：韓国の釜山の場合は、「ＫＲＰＵＳ」。  

② 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に集荷都市の国名

コードは掲載されているものの、地域コードは掲載されていな

い場合は、国名コード（２桁）に「ＺＺＺ」を加えて入力する

（例：韓国の場合、「ＫＲＺＺＺ」）。 

 ③ 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に集荷都市の国名

コード（２桁）及び地域コード（３桁）がともに掲載されて

いない場合は、「ＺＺＺＺＺ」を入力する。 

85 集荷都市名 

（「集荷都市名」欄） 

集荷都市コードに対する名称がシステムに登録されていない場

合は、必須入力する。 

以下 86 の項目については、「海上小口貨物に係る簡易通関について（令和 6 年 6 月 11 日財関第

587 号）」に規定する「その他税関が認める情報」について税関と利用者があらかじめ調整した内容

に基づき入力する。 
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項

番 

項目名 

(入力画面） 
内 容 

86 項目１から項目 10 

（「項目１」欄から「項

目 10」欄） 

項目１から項目 10 については、利用者毎に使用する項目や入力

条件が異なるため、あらかじめ税関と調整した内容に基づき入力す

る。 

 

(2) 出力情報 

イ ＳＫＡ業務における出力情報 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

混載貨物事前情報

登録完了通知 

ＳＡＳ１６６０ 通知先（申告予定者）に利用者

が入力されている場合。 

通知先（申告予定

者）に入力された

利用者 

ロ ＳＫＡ業務後の内部処理における出力情報 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

ハウスＢ／Ｌ貨物

登録情報 

 

ＳＡＳ０７１１ 混載子Ｂ／Ｌを１件以上登

録した場合。 

登録者 

混載仕分けを行う保

税地域（注） 

エラー通知情報

（ハウスＢ／Ｌ貨

物情報自動登録） 

ＳＡＳ１６５０ なし。 登録者 

（注）システム参加保税地域以外の場合は配信しない。 

 

２ 海上簡易輸入申告 

(1) 海上簡易輸入申告の登録 

海上簡易輸入申告を行う者又はその代理人である通関業者（以下この節において「通関業者

等」という。）は、「海上簡易輸入申告」業務（業務コード：ＳＤＣ）を利用して、次の事項を入

力し送信することにより、海上簡易輸入申告をシステムに登録する。 

なお、通関業者が海上簡易輸入申告をシステムに登録する場合は、通関士が申告内容を審査し

たうえでシステムに登録する。 

また、海上簡易輸入申告の予備申告については、後記４（予備申告）による。 

◎ 留意事項 

次の項目については、システムに登録されている事前情報と一致している必要があることか

ら留意すること。 

・ハウスＢ／Ｌ番号（「ハウスＢ／Ｌ番号＊」欄 

項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

１ 申告番号 

(「申告番号」欄） 

入力不可 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

２ 申告条件 

（「申告条件」欄) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

通常申告 （入力しない。） 

開庁時申告 Ｋ 

搬入時申告 Ｉ 

予備申告後の本申告 Ｈ（注） 

予備申告（貨物搬入時本申告自動起動） Ｚ（注） 

予備申告（本申告手動起動） Ｔ（注） 

（注）後記４（予備申告）により予備申告を行う場合に限る。 

３ 申告先種別コード 

(｢申告先種別｣欄) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

一般申告（緊急通関貨物） Ｒ 

一般申告（特別通関貨物） Ｔ 

自由化申告（緊急通関貨物） Ｅ（注） 

横持ち申告 Ｙ 

横持ち申告（緊急通関貨物） Ｋ 

（注）「Ｅ」（自由化申告（緊急通関貨物））は横持ち申告を除く

自由化申告の緊急通関貨物の場合に入力する。 

４ 識別符号 

（「識別符号」欄） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

 

 

 

 

 

（注）当該項目を入力しない場合であって、「輸入者」欄左に法

人番号又は法人番号と関連付けられているＪＡＳＴＰＲＯ

コード若しくは税関発給コードを入力したときは、システム

により自動的に「１」（法人（法人番号を有する者））が出力

される。 

区 分 コード 

法人（法人番号を有する者） １ 

法人番号を有しない者及び個人 ２ 

不明 ３ 

５ あて先官署コード 

（「あて先官署」欄） 

(1) 「通関予定蔵置場」欄への入力内容に基づき、当該蔵置場を

管轄する税関官署の税関官署コード（「業務コード集」参照）が

システムにより自動的に出力される。ただし、「申告先種別」欄

に「Ｔ」（一般申告（特別通関貨物））を入力した場合は、当該

官署の開庁時間外の申告を受け付ける税関官署の税関官署コー

ド（「業務コード集」参照）がシステムにより自動的に出力され

る。 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

(2) 本業務の入力者の利用者コードについて、申告先官署コード

がシステムに登録されている場合は、システムに登録されてい

る税関官署の税関官署コード（「業務コード集」参照）が(1)に

優先してシステムにより自動的に出力される。 

(3) 税関の指示により、システムにより自動的に出力された税関

官署以外の税関官署に申告先を変更する場合は、申告先の税関

官署コード（「業務コード集」参照）を入力する。 

(4) 自由化申告の場合は申告先の税関官署コード（「業務コード

集」参照）を入力する。 

（注）外郵官署の税関官署コードは入力不可であることから、留

意すること。 

６ あて先部門コード 

（「あて先部門」欄） 

(1) 「申告先種別」欄に基づいて、システムにより自動的に出力

される。 

(2) 税関の指示により、システムにより自動的に出力された部門

以外の部門に申告先を変更する場合は、申告先部門の部門コー

ドを入力する。 

７ 申告予定年月日 

（「申告予定年月日」欄） 

(1) 予備申告の場合において、予備申告日の翌日以降に本申告す

るときは、申告予定年月日を西暦（８桁）で入力する。 

(2) 当該項目を入力しない場合は、本業務を実施した日がシステ

ムにより自動的に出力される。 

(3) 予備申告の場合において、予備申告日の翌週以降に本申告す

るときは、税額計算用換算レートがシステムに登録されている

必要がある。 

８ 輸入者コード 

（「輸入者」欄左） 

(1) 輸出入者コードまたは法人番号を有する輸入者の場合は、輸

出入者コードを入力する。なお、枝番（４桁）を入力しない場合

はシステムにより自動的に「0000」が補完される。 

(2) 輸出入者コードを有しない輸入者の場合は、入力を要しない。 

９ 輸入者名 

（「輸入者」欄右） 

次のいずれかに該当する場合は、輸入者名を必須入力する。 

① 「輸入者」欄左を入力しなかったとき。 

② 「輸入者」欄左に関連付けのない法人番号を入力したとき。 

10 郵便番号 

（「住所」欄上段左） 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付けのない法

人番号を入力した場合は、輸入者の郵便番号を入力する（区切

り符号は入力しない。）。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない法人番号

を除く。）を入力した場合であっても、システムに登録されてい

る輸入者の郵便番号と異なるときは、当該郵便番号を入力する

（区切り符号は入力しない。）。 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

(3) 外国法人の場合であって、桁数が７桁を超えるときは、７桁

目までを入力する。 

輸入者の住所について分割して入力する場合は、以下 11 から 14 までの項目に入力（具体的な入

力方法については、この章第１節別紙６（住所の入力方法）参照）し、連続して入力する場合は 16

の項目に入力する。 

11 住所１（都道府県） 

（「住所」欄上段中） 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付けのない法

人番号を入力した場合は、輸入者の住所（都道府県）を入力す

る。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない法人番号

を除く。）を入力した場合であっても、システムに登録されてい

る輸入者の住所と異なるときは、当該住所（都道府県）を入力す

る。 

(3) 外国法人の場合は、国名を入力する。 

12 住所２（市区町村（行政

区名）） 

（「住所」欄上段右） 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付けのない法

人番号を入力した場合は、輸入者の住所（市区町村（行政区名））

を入力する。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない法人番号

を除く。）を入力した場合であっても、システムに登録されてい

る輸入者の住所と異なるときは、当該住所（市区町村（行政区

名））を入力する。 

(3) 外国法人の場合は、州名及び都市名を入力する。 

(4) 輸入者の住所（市区町村（行政区名））を全て入力することが

できない場合は、｢住所｣欄中段に続けて入力する。 

13 住所３（町域名・番地） 

（「住所」欄中段） 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付けのない法

人番号を入力した場合は、輸入者の住所（町域名及び番地）を入

力する。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない法人番号

を除く。）を入力した場合であっても、システムに登録されてい

る輸入者の住所と異なるときは、当該住所（町域名及び番地）を

入力する。 

(3) 外国法人の場合は、通りの名称等を入力する。 

(4) ｢住所｣欄上段右のみでは輸入者の住所（市区町村（行政区名））

を全て入力することができない場合は、本欄に続けて入力する。 

(5) 輸入者の住所（町域名及び番地）を全て入力することができ

ない場合は、次欄に続けて入力する。 

14 住所４（ビル名ほか） 

（「住所」欄下段） 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付けのない法

人番号を入力した場合は、輸入者の住所（ビル名等）を入力す

る。 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない法人番号

を除く。）を入力した場合であっても、システムに登録されてい

る輸入者の住所と異なるときは、当該住所（ビル名等）を入力す

る。 

(3) 「住所」欄中段のみでは輸入者の住所（町域名及び番地）を全

て入力することができない場合は、本欄に続けて入力する。 

15 輸入者電話番号 

（「電話」欄） 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付けのない法

人番号を入力した場合は、輸入者の電話番号を市外局番から入

力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない法人番号

を除く。）を入力した場合であっても、システムに登録されてい

る輸入者の電話番号と異なるときは、当該電話番号を入力する

（区切り符号は入力しない。）。 

(3) 外国法人の場合で桁数が 11 桁を超えるときは、11 桁目まで

を入力する。 

16 輸入者住所 

（「住所（一括）」欄） 

輸入者の住所を分割せず、連続して入力する場合に入力する。 

17 税関事務管理人コード 

（「税関事務管理人」欄） 

税関事務管理人を定めている場合は次による。 

① 法人番号を有する税関事務管理人の場合は、法人番号を入力

する。なお、枝番（４桁）を入力しない場合は、システムによ

り自動的に「0000」が補完される。 

② 法人番号を除く輸出入者コードのみを有する税関事務管理

人の場合は、当該輸出入者コードを入力する。なお、枝番（４

桁）を入力しない場合は、システムにより自動的に「0000」が

補完される。 

③ 輸出入者コードを有しない税関事務管理人の場合は、入力を

要しない。 

18 税関事務管理人受理番

号 

（「受理番号」欄上段） 

税関事務管理人を定めている場合は、税関事務管理人受理番号

を入力する。 

19 税関事務管理人名 

（「受理番号」欄下段） 

税関事務管理人を定めている場合であって、次のいずれかに該

当するときは、税関事務管理人名を入力する。 

① 「税関事務管理人」欄を入力しなかったとき。 

② 「税関事務管理人」欄に関連付けのない法人番号を入力した

とき。 

20 通関予定蔵置場コード 

（「蔵置場所＊」欄） 

(1) 保税蔵置場において申告する場合 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

通関予定の保税地域を保税地域コード（「業務コード集」参

照）で必須入力する。 

(2) 他所蔵置場所については入力不可。 

21 検査立会者 

（「検査立会者」欄） 

検査又は貨物確認の立会いを申告者以外の者に委託する場合

は、当該受託者の利用者コードを入力する。 

22 仕出人コード 

（「仕出人」欄左） 

(1) 海外用輸出入者コードを有する仕出人の場合は、海外用輸出

入者コードを入力する。 

(2) 海外用輸出入者コードを有しない仕出人の場合は、入力を要

しない。 

23 仕出人名 

（「仕出人」欄右） 

「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人名を入力する。 

仕出人の住所について分割して入力する場合は、以下 24 から 27 までの項目に入力し、連続して

入力する場合は 30 の項目に入力する。 

24 住 所 １ （ Street and 

number/P.O.BOX） 

（「住所」欄上段左） 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の住所(Street 

and number/P.O.BOX)を入力する。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システムに登録

されている仕出人の住所と異なるときは、当該住所(Street and 

number/P.O.BOX)を入力する。 

25 住 所 ２ （ Street and 

number/P.O.BOX） 

（「住所」欄上段右） 

(1)「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の住所(Street 

and number/P.O.BOX)を入力する。 

(2)「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システムに登録さ

れている仕出人の住所と異なるときは、当該住所(Street and 

number/P.O.BOX)を入力する。 

26 住所３（City name） 

（「住所」欄中段左） 

(1)「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の住所(City 

name)を入力する。 

(2)「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システムに登録さ

れている仕出人の住所と異なるときは、当該住所(City name)を

入力する。 

27 住所４（Country sub-

entity,name） 

（「住所」欄中段右） 

(1)「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の住所(Country 

sub-entity,name)を入力する。 

(2)「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システムに登録さ

れている仕出人の住所と異なるときは、当該住所(Country sub-

entity,name)を入力する。 

28 郵 便 番 号 （ Postcode 

identification） 

（「住所」欄下段左） 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の郵便番号

を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システムに登録

されている仕出人の郵便番号と異なるときは、当該郵便番号を
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

入力する（区切り符号は入力しない。）。 

(3) 仕出人の国に郵便番号が存在しない場合は、入力を要しない。 

29 国名コード 

（Country,coded） 

（「住所」欄下段右） 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の国を国連

ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）の国名コードで入力す

る。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システムに登録

されている仕出人の国名コード（「業務コード集」参照）が異な

るときは、当該仕出人の国名コード（「業務コード集」参照）を

入力する。 

(3) 「ＪＰ」（日本）、「ＺＸ」（保税工場及び総合保税地域）、「Ｚ

Ｙ」（指図式）及び「ＺＺ」（不明）については、入力不可。 

30 仕出人住所 

（「住所（一括）」欄） 

仕出人の住所を分割せず、連続して入力する場合に入力する。 

31 ハウスＢ／Ｌ番号 

（「ハウスＢ／Ｌ番号

＊」欄） 

(1) ハウスＢ／Ｌ番号を必須入力する。 

(2) 船会社コード（混載貨物用コード）（「業務コード集」参照））

＋Ｂ／Ｌ番号の体系で入力する。 

32 マスターＢ／Ｌ番号 

（最上位） 

（「マスターＢ／Ｌ番号

（最上位）」欄） 

(1) 最上位の親Ｂ／Ｌ番号を入力する。 

(2) 船会社コード（ＮＡＣＣＳ用船会社コ ード）（「業務コード集」

参照））＋Ｂ／Ｌ番号の体系で入力する。 

33 貨物個数 

（「貨物個数」欄） 

(1) 貨物の外装個数を入力する。 

(2) 個数で入力することができない場合は、「１」を入力する。 

34 貨物重量 

（「貨物重量」欄） 

(1) 貨物の総重量をキログラム単位で入力する。 

(2) 小数点以下第３位まで入力することができる。 

35 記号番号 

（「貨物の記号等」欄） 

(1) 貨物の記号及び番号を入力する。 

(2) 入力が困難な場合は、「ＡＳ ＰＥＲ ＡＴＴＡＣＨＥＤ ＳＨ

ＥＥＴ」と入力し、記号及び番号を記載した用紙を輸入申告等

関係書類に添付する。 

36 積載船舶コード 

（「積載船」欄左） 

積載船舶の船舶コード（「業務コード集」参照）を入力する。た

だし、船舶基本情報がシステムに登録されていない場合は、「9999」

を入力する。 

37 積載船名 

（「積載船」欄右） 

(1) 「積載船名」欄左に積載船舶の船舶コード（「業務コード集」

参照）を入力した場合であって、システムに登録されている積

載船名を変更するときは、積載船名を入力する。 

(2) 「積載船名」欄左に「9999」を入力した場合は、積載船名を入

力する。 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

38 入港年月日 

（「入港年月日」欄） 

積載船舶が船卸港に入港した年月日を西暦（８桁）で入力する 。 

39 船卸港コード 

（「船卸港」欄） 

船卸港について次のとおり入力する。 

① 船卸港の地域コードが国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」

参照）に掲載されている場合は、地域コード（３桁）を入力

する（例：横浜港の場合、「ＹＯＫ」）。 

② 船卸港の地域コードが国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」

参照）に掲載されていない場合は、「ＺＺ」に税関コードを

加えて入力（例：東京税関の場合、「ＺＺ１」）、港名を「記

事」欄に入力する。 

③ 船卸港が不明の場合は、「ＺＺＺ」を入力し、港名を「記事」

欄に入力する。 

40 積出地コード 

（「積出地」欄） 

積出地について次のとおり入力する。 

① 積出地が国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に掲載さ

れている場合は、国名コード（２桁）及び地域コード（３桁）

を入力する（例：韓国の釜山港の場合は、「ＫＲＰＵＳ」。 

② 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に積出地の国名コ

ードは掲載されているものの、地域コードは掲載されていな

い場合は、国名コード（２桁）に「ＺＺＺ」を加えて入力す

る（例：韓国の場合、「ＫＲＺＺＺ」）。 

③ 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に積出地の国名コ

ード及び地域コードがともに掲載されていない場合は、「Ｚ

ＺＺＺＺ」を入力する。 

41 インボイス価格区分コ

ード 

（「仕入書価格」欄左） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区  分 コード 説  明 

有償貨物について

のインボイス等価

格 

Ａ 決済金額をいう。 

なお、内取通関の場合は、内取

分の価格をいう。 

無償貨物について

のインボイス等価

格 

Ｂ 無償貨物について、採用したイ

ンボイス等価格をいう。 

有償貨物について

のインボイス等価

格に無償貨物につ

いての価格を加え

た価格 

Ｃ 有償無償混在貨物で、有償貨物

についての価格が「Ａ」（有償貨物

についてのインボイス等価格）と

同条件で、かつ、無償貨物につい

ての価格が「Ｂ」（無償貨物につい

てのインボイス等価格）と同条件

の場合をいう。 

Ａ、Ｂ、Ｃ以外の価

格 
Ｄ 他の区分に該当しない価格を

いう。 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

42 インボイス価格条件コ

ード 

（「仕入書価格」欄中左） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

 区  分 コード 

① ＦＯＢ価格 ＦＯＢ 

② Ｃ＆Ｉ価格 Ｃ＆Ｉ 

③ Ｃ＆Ｆ価格 Ｃ＆Ｆ 

④ ＣＩＦ価格 ＣＩＦ 

⑤ ＥＸＷ価格 ＥＸＷ 

⑥ ＦＣＡ価格 ＦＣＡ 

⑦ ＦＡＳ価格 ＦＡＳ 

⑧ ＤＡＰ価格 ＤＡＰ 

⑨ ＤＡＦ価格 ＤＡＦ 

⑩ ＤＥＳ価格 ＤＥＳ 

⑪ ＤＤＵ価格 ＤＤＵ 

⑫ ＤＰＵ価格 ＤＰＵ 

⑬ ＤＡＴ価格 ＤＡＴ 

⑭ ＤＥＱ価格 ＤＥＱ 

⑮ ＤＤＰ価格 ＤＤＰ 

⑯ ＣＦＲ価格 ＣＦＲ 

⑰ ＣＰＴ価格 ＣＰＴ 

⑱ ＣＩＰ価格 ＣＩＰ 

（注１）①から④までのいずれかのコードを入力した場合は、イ

ンボイス価格、運賃及び保険に関する項目に入力した内容

から課税価格が自動計算により算出される。 

（注２）上表の区分のうち⑤から⑱までのいずれかのコードを入

力した場合は、自動計算による課税価格が算出されないこ

とから、手計算により算出した課税価格の総額を「課税価

格」欄に入力する。 

（注３）インボイス等による価格条件が上表の区分のうち①から

④までのいずれにも該当しない場合であっても、自動計算

により課税価格を算出させたいときは、①から④までのう

ちいずれか類似のコードを入力し、インボイス上の金額に

ついて当該入力した価格条件に応じて補正した額をインボ

イス価格等欄に入力する。 

なお、この場合は、実際取引の価格条件は「記事」欄に入

力する。 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

（注４）インボイス等による価格条件がいずれの区分にも該当し

ない場合は、いずれか類似する区分のコードを入力し、他

の項目については注２又は注３に準じて入力する。 

43 インボイス通貨コード 

（「仕入書価格」欄中右） 

インボイス等の通貨種別を通貨コード（「業務コード集」参照）

で入力する。 

44 インボイス価格 

（「仕入書価格」欄右） 

(1) 「仕入書価格」欄左に入力したコードに対応する価格を入力

する。 

(2) 通貨種別が「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以下第２位（第３

位を四捨五入）まで入力することができる。 

45 運賃区分コード 

（「運賃」欄左） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区  分 コード 説  明 

Ｂ／Ｌ上の運賃全

額 

Ａ 通常は、チャージコレクトの場合の運賃をいう。 

プリペイドの場合の運賃であってもよいが、「仕入書価格」欄

左には「Ｂ」（無償貨物についてのインボイス等価格）又は「Ｄ」

（Ａ、Ｂ、Ｃ以外の価格）を入力することとなる。 

差額運賃又はその

他の区分に該当し

ない運賃 

Ｅ (1) インボイス等上の運賃より実際の運賃が上まわっている場

合の差額運賃をいう。 

(2) 仕入書等上の運賃（インボイス価格区分コードが「Ｄ」（Ａ、

Ｂ、Ｃ以外の価格）との組合せで用いられる。）等、前記「Ａ」

（Ｂ／Ｌ上の運賃全額）に該当しない運賃をいう。  
 

46 運賃通貨コード 

（「運賃」欄中） 

運賃の通貨種別を通貨コード（「業務コード集」参照）で入力す

る。 

47 運賃 

（「運賃」欄右） 

(1) 「運賃」欄左に入力した運賃区分コードに対応する運賃を入

力する。 

(2) 「運賃」欄中に「ＪＰＹ」以外を入力した場合は、小数点以下

第２位（第３位を四捨五入）まで入力することができる。 

(3) 「仕入書価格」欄中左に入力したインボイス価格条件コード

が「Ｃ＆Ｆ」又は「ＣＩＦ」の場合で、インボイス等上の運賃よ

り実際の運賃が上回っているときは、その差額分の運賃を入力

する。 

48 保険区分コード 

(「保険」欄左) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 説 明 

個別保険のもの 

 

Ａ 課税価格に算入すべき保険

料を全て含む。 

ただし、ハウスＢ／Ｌ上に

記載されている保険料は、運

賃として取り扱う。 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

保険料不明（税関長公

示額により保険料を自

動計算） 

Ｃ 税関長公示額による保険料

（公示額に基づき保険料の額

がシステムにより自動的に算

出される。）。 

付保していないもの Ｄ 「仕入書価格」欄中左に入

力したインボイス価格条件コ

ードが「Ｃ＆Ｆ」又は「ＦＯＢ」

で、付保していない場合に限

る。 

区分コード以外は、入力を要

しない。 

保険料不明（保険率表

等に基づき、保険料を

入力） 

Ｅ 保険率表等の資料に基づき

手計算により算出した保険

料。 

（注）「仕入書価格」欄中左に「ＣＩＦ」又は「Ｃ＆Ｉ」を入力し

た場合は、入力不可。 

49 保険通貨コード 

(「保険」欄中) 

「保険」欄左に「Ａ」（個別保険のもの）又は「Ｅ」（保険料不

明（保険率表等に基づき、保険料を入力））を入力した場合は、保

険料の通貨種別を通貨コード（「業務コード集」参照）で入力す

る。 

「保険」欄左に「Ｃ」（保険料不明（税関長公示額により保険料

を自動計算））又は「Ｄ」（付保していないもの）を入力した場合

は、入力不可。 

50 保険金額 

(「保険」欄右) 

(1) 「保険」欄左に「Ａ」（個別保険のもの）を入力した場合は、

保険料の額を入力する。 

(2) 「保険」欄左に「Ｅ」（保険料不明（保険率表等に基づき、保

険料を入力））を入力した場合は、保険料率表等に基づき手計算

により算出した保険料を入力する。 

(3) 通貨種別が「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以下第２位（第３

位を四捨五入）まで入力することができる。 

51 品名 

（「品名＊」欄） 

インボイス等に記載されている品名を必須入力する。 

52 原産地コード 

（「原産地＊」欄） 

当該貨物に係る原産地を国名コード（「業務コード集」参照）で

必須入力する。 

なお、「ＪＰ」（日本）は入力することができないことから、再

輸入品の場合は統計基本通達７－２（２）（国別の選定基準）ただ

し書きの規定により、積出国の国名コード（「業務コード集」参

照）を入力する。 

53 課税価格 (1) 自動計算によらず、手計算により課税価格を算出した場合は、
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

（「課税価格」欄） 当該価格を邦貨で入力する。 

(2) 「仕入書価格」欄中左に「ＦＯＢ」、「Ｃ＆Ｆ」、「Ｃ＆Ｉ」

又は「ＣＩＦ」以外を入力した場合は、必須入力する。 

54 運送場所識別 

（「運送場所識別＊」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

貨物の運送先が輸入者の住所と同じである場合 Ｃ 

貨物の運送先が当該貨物の運送契約において定めら

れていない場合 
Ｎ 

貨物の運送先が輸入者の住所以外に１箇所ある場合 Ｔ 

貨物の運送先が輸入者の住所以外に複数箇所ある場

合 
Ｍ 

（注） 

「Ｍ」を入力した場合、輸入者の住所以外の複数箇所ある運

送先のうち、主たる貨物の運送先に係る所在地及び名称等を

後記項番 55 から 63 の項目に入力し、その他の運送先につい

ては、一覧にして後記(3)（海上簡易輸入申告に係る運送先一

覧表及び関係書類の提出）により提出を行う。 

55 運送場所の所在地（郵便

番号） 

（「所在地」欄上段左） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の運送先に係る郵便番号を入力する（区切り符号は入力し

ない。）。 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる貨物の運送先に係る

郵便番号を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

運送場所の所在地について分割して入力する場合は、以下 56 から 59 までの項目に入力（具体的

な入力方法については、この章第１節別紙６（住所の入力方法）参照）し、連続して入力する場合

は 60 の項目に入力する。 

56 運送場所の所在地１（都

道府県名） 

（「所在地」欄上段中） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の運送先に係る住所（都道府県）を入力する 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる貨物の運送先に係る

住所（都道府県）を入力する。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要（入

力する場合、項番 11「住所 1（都道府県）」と同じ内容であるこ

と。）。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

57 運送場所の所在地２（市

区町村（行政区名）） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の運送先に係る住所（市区町村（行政区名））を入力する 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

（「所在地」欄上段右） (2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる貨物の運送先に係る

住所（市区町村（行政区名））を入力する。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要（入

力する場合、項番 12「住所２(市区町村(行政区名))」と同じ内

容であること。）。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

58 運送場所の所在地３（町

域名・番地） 

（「所在地」欄中段） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の運送先に係る住所（町域名及び番地）を入力する 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる貨物の運送先に係る

住所（町域名及び番地）を入力する。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要（入

力する場合、項番 13「住所３（町域名及び番地）」と同じ内容で

あること。）。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

59 運送場所の所在地４（ビ

ル名ほか） 

（「所在地」欄下段） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」又は「Ｍ」を入力した場合で、

「所在地」欄中段のみでは運送先に係る住所（町域名及び番地）

を全て入力することができないときは、本欄に続けて運送先に

係る住所（ビル名等）を入力する。 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要（入

力する場合、項番 14「住所４(ビル名ほか)」と同じ内容である

こと。）。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

60 運送場所の所在地 

（「所在地（一括）欄」） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」又は「Ｍ」を入力した場合で、運

送場所の住所を分割せず、連続して入力する場合に入力する。 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要（入

力する場合、項番 16「輸入者住所」と同じ内容であること。）。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

61 名称等識別 

（「名称等」欄左） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」又は「Ｍ」を入力した場合は、次

の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

「名称等」欄右に「運送先の場所の名称」を入力す

る場合 
１ 

「名称等」欄右に「運送先において貨物の引渡しを

受ける者の氏名又は名称」を入力する場合 
２ 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要。 
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項番 
項目名 

(入力画面） 
内 容 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

62 運送場所の名称等 

（「名称等」欄右） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の運送先に係る名称等を必須入力する。 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる貨物の運送先に係る

名称等を必須入力する。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要（入

力する場合、項番９「輸入者名」と同じ内容であること。）。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

63 運送場所の電話番号 

（「電話」欄） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の運送先に係る市外局番から電話番号を入力する（区切り

符号は入力しない。）。 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸入者の住所

以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる貨物の運送先に係る

市外局番から電話番号を入力する（区切り符号は入力しな

い。）。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入力不要。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入力不可。 

64 プラットフォーム等コ

ード 

（「プラットフォーム等

＊」欄左） 

通信販売において利用されたプラットフォームの名称等にあ

たるプラットフォーム等コード（業務コード集参照）を必須入力

する。 

（注）プラットフォーム等コードの入力に際して、該当のコード

がない場合は、バスケットコード（例：ＺＺＺＺＺＺ等、末尾３桁

が「ＺＺＺ」のもの）を入力する。 

65 プラットフォーム名等 

（「プラットフォーム等

＊」欄右） 

「プラットフォーム等」欄左にバスケットコードを入力した場合

は、該当するプラットフォームの名称等を必須入力する。 

 

66 記事 

（「記事」欄） 

(1) 税関における審査に必要となる事項を入力する。 

(2) 漢字及びかなで入力することもできる。 

67 荷主セクションコード

（「荷主セクションコー

ド」欄） 

荷主セクションコード（契約に携わった荷主側の部署コード等）

を入力する。 

68 荷主リファレンスナン

バー（「荷主Ｒｅｆ Ｎ

ｏ．」欄） 

荷主リファレンスナンバー（荷主側が管理している申告に係る

契約書等の番号等）を入力する。 

69 社内整理用番号 

(「社内整理用番号」欄) 

自社で付与する任意の番号等を入力する。 
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「申告条件」欄の詳細は次のとおりである。 

イ 通常申告 

申告条件を入力することなく「海上簡易輸入申告」業務（業務コード：ＳＤＣ）を実施する

ことにより、直ちに海上簡易輸入申告を行うことになる。 

なお、海上簡易輸入申告を申告先官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執務要請届の提出

を行っている必要がある。また、届出については、税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章

第１節（時間外執務要請届）を参照すること（以下この節において同じ。）。 

ロ 開庁時申告 

「申告条件」欄に「Ｋ」（開庁時申告）を入力し、送信した場合は、システムに登録後最初に

到来する午前８時 30 分以降に海上簡易輸入申告が自動起動する（ただし、行政機関の休日であ

る場合（休日に開庁している官署である場合を含む。）は、翌平日の午前８時 30 分以降に自動

起動する。）。 

また、開庁時申告の登録は、税関長が公示する税関官署ごとの開庁時間（輸出入通関業務に

係る開庁時間）以外の時刻においてのみ可能である。したがって、申告先官署について、自動

起動する時刻までの間に開庁時間外となる時間がない場合は、開庁時申告を登録することはで

きない。 

なお、海上簡易輸入申告が自動起動する前に、「海上簡易輸入申告」業務（業務コード：ＳＤ

Ｃ）により訂正した場合は、開庁時申告の旨が取り消されることから、改めて開庁時申告をシ

ステムに登録する。 

ハ 搬入時申告（システム参加保税地域で通関する場合に限る。） 

「申告条件」欄に「Ｉ」（搬入時申告）を入力し送信した場合は、通関予定蔵置場において

「ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録」業務（業務コード：ＣＴＳ）又は「搬入確認登録(保税運送貨

物)」業務（業務コード：ＢＩＡ）（以下この節において「ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録」業務

（業務コード：ＣＴＳ）等という。）により搬入確認登録がされた時に海上簡易輸入申告がシス

テムにより自動起動する。 

ただし、次の場合は自動起動が正常に行われないことから留意すること。 

(ｲ) 開庁時間外における搬入確認登録 

貨物の搬入確認登録が申告先官署の開庁時間外に行われた場合で、当該時間帯に係る時間

外執務要請届の提出が行われていないときは、システムにより自動的に開庁時申告（前記ロ

（開庁時申告（申告条件コード：「Ｋ」））参照）への付替処理が行われる。 

この場合において、前記ロ（開庁時申告）による自動起動を待たずに海上簡易輸入申告を

行うときは、申告先官署に対し時間外執務要請届の提出を行った後、前記イ（通常申告）に

より行う。 

(ﾛ) 事故貨物 

倉主等によるシステムへの搬入確認の際、「事故貨物」欄に税関届出を要する旨が入力され

た場合は、海上簡易輸入申告が自動起動しないことから、税関（保税担当部門）による事故

確認を受けた後、改めて海上簡易輸入申告を行う。 

(ﾊ) 海上簡易輸入申告事項の訂正 

海上簡易輸入申告が自動起動する前に、「海上簡易輸入申告」業務（業務コード：ＳＤＣ）

により訂正した場合は、搬入時申告の旨が取り消されることから、改めて搬入時申告をシス
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テムに登録する。 

ニ 予備申告（貨物搬入時本申告自動起動） 

「申告条件」欄に「Ｚ」（予備申告（貨物搬入時本申告自動起動））を入力し、送信した場合

は、予備申告貨物が通関予定蔵置場において、「ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録」業務（業務コー

ド：ＣＴＳ）等が実施された時に、海上簡易輸入申告（本申告）が自動的に起動する（後記５

(1)イ（「申告条件」欄に「Ｚ」（予備申告（貨物搬入時本申告自動起動））を入力した場合）参

照）。 

ホ 予備申告（本申告手動起動） 

「申告条件」欄に「Ｔ」（予備申告（本申告手動起動））を入力し、送信した場合は、予備申

告貨物が保税蔵置場に搬入されたことを確認の上、海上簡易輸入申告（本申告）を手動で起動

する（後記６(1)ロ（「申告条件」欄に「Ｔ」（予備申告（本申告手動起動））を入力した場合）

参照）。 

 

(2) 海上簡易輸入申告の受理及び通知 

前記(1)（海上簡易輸入申告の登録）により、海上簡易輸入申告が受理された場合は、各出力情

報の「区分」欄に、次の区分に応じたコードが付与されて、それぞれ配信される。 

審査検査区分識別の詳細については、税関手続関連（共通編）-共通手続-第４章（照会関係手

続）付表３－４－10（ＩＩＤ「海上簡易輸入申告照会情報」出力事項）参照。 

また、審査区分が「３」（検査扱い）であり、かつ、検査区分を付与する設定がされている通関

蔵置場である場合は、「区分」欄の３桁目に検査区分が付与される。 

ただし、自由化申告の場合においては、上記検査区分コードの付与は行われない。 

審査区分 審査区分コード  検査区分 検査区分コード 

簡易審査扱い １  現場検査 Ｒ 

簡易審査扱い（保留中） ＊１  検査場検査 Ｋ 

書類審査扱い ２  

 検査扱い ３   

イ 審査区分が「１」（簡易審査扱い）の場合 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

輸入許可通知（海上簡易）（簡

易）情報 

ＳＡＤ１ＦＧ０ 許可された場合。 通関業者等 

輸入者（注） 

海上簡易輸入申告控（簡易）

情報 

ＳＡＤ１ＦＣ０ 許可されなかった

場合。 

通関業者等 

許可・承認貨物（輸入）情報 ＳＡＤ４３１１ 許可された場合。 保税蔵置場（注） 

（注）配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

ロ 審査区分が「２」（書類審査扱い）又は「３」（検査扱い）の場合 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

海上簡易輸入申告控（書

類）情報 

ＳＡＤ２ＦＣ０ 書類審査扱いとなっ

た場合。 

通関業者等 
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

海上簡易輸入申告控（検

査）情報 

ＳＡＤ３ＦＣ０ 検査扱いとなった場

合。 

検査指定情報 

後記（4）イ（システ

ムにより検査指定され

た場合）参照 

システムにより検査

指定がされた場合。 

（注１） 

通関業者等 

保税蔵置場 

検査立会者 

（注２） 

（注１）検査区分が付与された場合又は後記(4)ロ(審査区分変更により検査指定された場合)

により税関による検査指定がされた場合に配信される。 

（注２）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

 

(3) 海上簡易輸入申告に係る運送先一覧表及び関係書類の提出  

イ 運送先一覧表及び関係書類の提出 

前記(2)（海上簡易輸入申告の受理及び通知）により、海上簡易輸入申告が受理された後、海

上簡易輸入申告を行った税関（通関担当部門）から運送先一覧表及び関係書類の提出を求めら

れた場合に提出する。 

このうち、前記(1)（海上簡易輸入申告の登録）により、「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力

して申告した場合に提出する運送先一覧表については、税関により海上簡易輸入申告の審査終

了がシステムに登録されるまで（審査区分が「１」（簡易審査扱い）の場合は許可の日の翌日か

ら３日以内（行政機関の休日の日数は算入しない。））に提出することとし、その提出方法は原

則として後記ロ（電子ファイルによる提出）によるものとする。また、その申告において提出

すべき書類が運送先一覧表だけである場合には、（運送先一覧表でない）関係書類については、

併せて提出することを要しない。 

なお、「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力して申告した場合に、審査区分として「１」（簡易

審査扱い）が付与されたときは、輸入許可通知書等の「区分」欄に「Ｙ」（書類提出要）が表示

されることから参考とすること。 

ロ 電子ファイルによる提出 

運送先一覧表及び関係書類を電子ファイルにより提出する場合は、税関手続関連（共通編）-

共通手続-第２章第 16 節（通関関係書類の電子ファイルによる提出）により行う。 

 

(4) 検査貨物の運搬等 

イ システムにより検査指定された場合 

前記(2)（海上簡易輸入申告の受理及び通知）により海上簡易輸入申告が受理され、検査区分

が付与された場合は次の情報がそれぞれ配信される。 

検査区分として「Ｋ」（検査場検査）が付与された場合は、配信された検査指定情報を利用

し、関税法基本通達 67-３-11（検査貨物の指定等）の規定に基づき蔵置場所と税関検査場間の

運搬等を行う。 
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出力情報 出力情報コード 検査等区分 帳票タイトル 配信先 

検査指定情報 ＳＡＤ４８８１ Ｒ：現場検査 検査指定票 

（倉主等用） 

通関業者等（注１） 

通関蔵置場（注２）

（注３） 

検査立会者（注１）

（注４） 

ＳＡＤ４８９１ Ｋ：検査場検査 検査指定票 

（運搬・倉主等用） 

通関業者等（注１） 

検査立会者（注１）

（注４） 

ＳＡＤ４９０１ 検査指定票 

（倉主等用） 

通関蔵置場（注２）

（注３） 

（注１）本申告の場合で、予備申告の際に配信されているときは配信されない。 

（注２）システム参加保税地域であり、配信する旨がシステムに登録されている場合に限

る。 

（注３）予備申告の場合は、本申告の際に配信される。 

（注４）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

ロ 審査区分変更により検査指定された場合 

前記(2)（海上簡易輸入申告の受理及び通知）により海上簡易輸入申告が受理され、審査区分

として「２」（書類審査扱い）又は「３」（検査扱い）が付与された海上簡易輸入申告に係る貨

物について、税関により検査指定又は検査取止めがシステムに登録された場合は、次の情報が

それぞれ配信される。 

検査等区分が「Ｋ」（検査場検査）又は「Ｍ」（見本確認）の場合は、配信された検査指定情

報を利用し、関税法基本通達 67－３－11（検査貨物の指定等）の規定に基づき蔵置場所と税関

検査場間の運搬等を行う。 

なお、通関業者等に配信される情報を税関に配信したい場合は、税関に申し出る。 

(ｲ) 検査指定された場合 

出力情報 出力情報コード 検査等区分 帳票タイトル 配信先 

検査指定情報 ＳＡＤ４８７１ Ｒ：現場検査 

Ｋ：検査場検査 

Ｘ：大型Ｘ線検

査 

Ｍ：見本確認 

検査指定票 

（申告書用） 

税関（通関担当部

門又は監視担当部

門） 

ＳＡＤ４８８１ Ｒ：現場検査 検査指定票 

（倉主等用） 

通関業者等（注１） 

通関蔵置場（注２） 

検査立会者（注３） 

ＳＡＤ４８９１ Ｋ：検査場検査 

Ｘ：大型Ｘ線検

査 

Ｍ：見本確認 

検査指定票 

（運搬・倉主等用） 

通関業者等（注１） 

検査立会者（注３） 

ＳＡＤ４９０１ 検査指定票 

（倉主等用） 

通関蔵置場（注２） 
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（注１）検査指定の際に税関へ配信する旨の登録が行われた場合は、通関業者等に配信

されず、税関に配信される。 

（注２）システム参加保税地域であり、配信する旨がシステムに登録されている場合に

限る。 

（注３）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

 

(ﾛ) 検査取止めされた場合 

出力情報 出力情報コード 検査等区分 帳票タイトル 配信先 

検査取止情報 ＳＡＤ４９１１ Ｔ：検査取止 

２：区分変更 

（書類） 

検査取止票 通関業者等 

通関蔵置場（注１）

（注２） 

検査立会者（注３） 

（注１）検査指定済みであり、税関が検査取止めを行った場合に限る。 

（注２）システム参加保税地域であり、配信する旨がシステムに登録されている場合に

限る。 

（注３）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

 

(5) 海上簡易輸入申告後に行う検査立会者の登録、変更及び取消し 

前記(1)（海上簡易輸入申告の登録）による申告が受理された後に、検査立会者の登録、変更又

は取消を実施する場合は、この章第１節３(5)（輸入申告後に行う検査立会者の登録、変更及び取

消し）による。 

 

３ 海上簡易輸入申告変更 

前記２(1)（海上簡易輸入申告の登録）により海上簡易輸入申告を登録した通関業者等が、当該

登録後、当該申告に係る許可等までの間に当該申告内容に誤りがあるため、海上簡易輸入申告の

内容を変更する場合は、海上簡易輸入申告を行った税関（通関担当部門）の了承を得たうえで、

次による。 

◎ 留意事項 

① 変更の登録は、同一海上簡易輸入申告について最大９回までシステムを使用して行うこと

ができるが、９回を超える変更については、この章第５節４（輸入申告等の手作業移行）に

よる。 

② 検査立会者の登録、変更又は取消しを行う場合は、前記２(5)（海上簡易輸入申告後に行

う検査立会者の登録、変更及び取消し）により実施すること。 

③ 次の項目については変更することができないことから、税関（通関担当部門）へ申告内容

を変更することを申し出たうえで、当該海上簡易輸入申告をこの章第５節３（輸入申告等の

撤回）により撤回し、改めて海上簡易輸入申告を行うこととなることから留意すること。 

項目名 画 面 

あて先官署コード 「あて先官署」欄 

輸入者コード（注） 「輸入者」欄左 
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項目名 画 面 

輸入者名 「輸入者」欄右 

通関予定蔵置場コード 「蔵置場所＊」欄 

（注）輸出入者コードを有しない輸入者から輸出入者コードを有する輸入者への変更につ

いては可能である。 

④「ハウスＢ／Ｌ番号」欄を訂正する場合は、当該Ｂ／Ｌ番号に係る事前情報が、あらかじ

めシステムに登録されている必要がある。 

 

(1) 海上簡易輸入申告の変更 

イ 呼出しによらない方法 

「海上簡易輸入申告変更」業務（業務コード：ＳＤＥ）を利用して、申告番号、海上簡易輸

入申告により申告した事項及び変更を必要とする事項を入力し送信する。 

なお、税関に後記(2)（海上簡易輸入申告変更の受理及び通知）の「海上簡易輸入申告変更控

（書類）情報」（出力情報コード：ＳＡＤ２ＦＥ０）又は「海上簡易輸入申告変更控（検査）情

報」（出力情報コード：ＳＡＤ３ＦＥ０）を配信する場合は、あらかじめ税関の了承を得たうえ

で、「訂正票出力識別」欄に「Ｐ」を入力する。 

ロ 呼出しによる方法 

「海上簡易輸入申告呼出し」業務（業務コード：ＳＤＤ）を利用して、申告番号を入力し送

信することにより、当初の海上簡易輸入申告に係る申告内容が、「海上簡易輸入申告変更情報」

（出力情報コード：ＳＡＤ６０４０）として応答画面に出力されることから、出力された内容

を確認のうえ、変更を必要とする事項を上書き入力し送信する。 

なお、「訂正票出力識別」欄の入力については前記イ（呼出しによらない方法）に準じて行

う。 

 

(2) 海上簡易輸入申告変更の受理及び通知 

前記(1)（海上簡易輸入申告の変更）により、海上簡易輸入申告変更が受理された場合は、次の

情報がそれぞれ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

海上簡易輸入申告変更

控（書類）情報 

ＳＡＤ２ＦＥ０ 審査区分として「２」（書類審

査扱い）が付与された場合。 

通関業者等（注１） 

海上簡易輸入申告変更

控（検査）情報 

ＳＡＤ３ＦＥ０ 審査区分として「３」（検査扱

い）が付与された場合。 

通関業者等（注１） 

検査取消票 ＳＡＤ６３００ 検査指定済の場合で、検査実施

官署が変更となるとき。 

通関業者等 

検査立会者（注２） 

通関蔵置場 

（注１）「訂正票出力識別」欄に「Ｐ」を入力した場合は税関に配信される。 

（注２）システムに登録されている場合にのみ配信される。 
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(3) 海上簡易輸入申告変更に係る運送先一覧表及び関係書類の提出 

前記(2)（海上簡易輸入申告変更の受理及び通知）により海上簡易輸入申告変更が受理された場

合は、前記２(3)イ（運送先一覧表及び関係書類の提出）に準じて運送先一覧表及び関係書類を提

出すること。 

なお、運送先一覧表及び関係書類を電子ファイルにより提出する場合は、前記２(3)ロ（電子

ファイルによる提出）に準じて行う。 

 

４ 予備申告 

通関業者等がシステムを使用して海上簡易輸入申告についての予備申告を行う場合は次による。 

(1) 予備申告の登録 

海上簡易輸入申告予定年月日における外国為替相場が公示され、かつ、予備申告に係る貨物の

ハウスＢ／Ｌが発行された日以降に「海上簡易輸入申告」業務（業務コード：ＳＤＣ）を利用し

て、「申告条件」欄に「Ｚ」（予備申告（貨物搬入時本申告自動起動））又は「Ｔ」（予備申告（本

申告手動起動））のいずれかを入力し、他の項目については前記２(1)（海上簡易輸入申告の登

録）に準じて入力して送信する。 

なお、通関業者が予備申告を登録する場合は、通関士が申告内容を審査したうえで登録する。 

 

(2) 予備申告の受理及び通知 

前記(1)（予備申告の登録）により予備申告が受理された場合は、各出力情報の「区分」欄に、

次の区分に応じたコードが付与されて、それぞれ配信される。 

審査検査区分識別の詳細については、税関手続関連（共通編）-共通手続-第４章（照会関係手

続）付表３－４－10（ＩＩＤ「海上簡易輸入申告照会情報」出力事項）参照。 

また、審査区分が「３」（検査扱い）であり、かつ、検査区分を付与する設定がされている通関

蔵置場である場合は、「区分」欄の３桁目に検査区分コードが付与される。 

ただし、自由化申告の場合においては、上記検査区分コードの付与は行われない。 

審査区分 審査区分コード  検査区分 検査区分コード 

簡易審査扱い １  現場検査 Ｒ 

簡易審査扱い（保留中） ＊１  検査場検査 Ｋ 

書類審査扱い ２  
 

検査扱い ３   

（出力情報） 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

海上簡易輸入申告控

（予備申告／簡易）

情報 

ＳＡＤ１ＦＤ０ 審査区分として「１」（簡易審査扱

い）が付与された場合。 

通関業者等 

海上簡易輸入申告控

（予備申告／書類）

情報 

ＳＡＤ２ＦＤ０ 審査区分として「２」（書類審査扱

い）が付与された場合。 
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

海上簡易輸入申告控

（予備申告／検査）

情報 

ＳＡＤ３ＦＤ０ 審査区分として「３」（検査扱い）

が付与された場合。 

検査指定情報 前記２（4）イ（シ

ステムにより検

査指定された場

合）参照 

システムにより検査指定がされた

場合。（注１） 

通関業者等 

保税蔵置場 

検査立会者 

（注２） 

（注１）検査区分が付与された場合又は前記２(4)ロ(審査区分変更により検査指定された場

合)により、税関による検査指定がされたときに配信される。 

（注２）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

 

(3) 予備申告に係る運送先一覧表及び関係書類の提出 

前記(2)（予備申告の受理及び通知）により予備申告が受理された場合は、前記２(3)（海上簡

易輸入申告に係る運送先一覧表及び関係書類の提出）に準じて行う。 

 

(4) 検査の指定 

前記(2)（予備申告の受理及び通知）により予備申告が受理され、審査区分として「２」（書類

審査扱い）又は「３」（検査扱い）が付与された予備申告貨物について、税関により、検査指定又

は検査取止めがシステムに登録された場合は、前記２(4)ロ（審査区分変更により検査指定された

場合）の出力情報がそれぞれ配信される。（ただし、通関蔵置場への検査指定票は、後記６（海上

簡易輸入申告（本申告））の輸入申告（本申告）を行ったときに配信される。） 

 

(5) 予備申告後に行う検査立会者の登録、変更及び取消し 

前記(1)（予備申告の登録）による予備申告が受理された後に、検査立会者の登録、変更又は取

消を実施する場合は、この章第１節３(5)（輸入申告後に行う検査立会者の登録、変更及び取消

し）による。 

 

５ 予備申告の変更 

前記４(1)（予備申告の登録）により海上簡易輸入申告についての予備申告を登録した通関業者等

が、当該登録後、後記６（海上簡易輸入申告（本申告））までの間に、予備申告内容に誤りがあるこ

とから、海上簡易輸入申告内容を変更する場合は、予備申告を行った税関官署（通関担当部門）の

了承を得たうえで、次による。 

◎ 留意事項 

① 変更の登録は、最大９回までシステムを使用して行うことができるが、９回を超える変更に

ついては、この章第５節４（輸入申告等の手作業移行）による。 

② 検査立会者の登録、変更又は取消しを行う場合は、前記４(5)（予備申告後に行う検査立会

者の登録、変更及び取消し）により実施すること。 

③ 次の項目については変更することができないことから、税関（通関担当部門）へ申告内容を

変更する旨を申し出たうえで、当該予備申告をこの章第５節３（輸入申告等の撤回）により
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撤回し、改めて予備申告を行うこととなることから留意すること。 

項目名 画 面 

あて先官署コード 「あて先官署」欄 

輸入者コード（注１） 「輸入者」欄左 

輸入者名 「輸入者」欄右 

通関予定蔵置場コード（注２） 「蔵置場所＊」欄 

（注１）輸出入者コードを有しない輸入者から輸出入者コードを有する輸入者への変更に

ついては可能である。 

（注２）同一税関官署内であれば変更することができる。 

なお、自由化申告においては、同一税関内に限らず当初の蔵置官署と異なる官署が

管轄する保税地域に変更することができる。 

ただし、既に検査指定を受けている場合に、当該変更を行ったときは、後記(1)

（予備申告の変更）により、当該検査指定の取消しが行われるので留意すること。 

④「ハウスＢ／Ｌ番号」欄を訂正する場合は、当該Ｂ／Ｌ番号に係る事前情報が、あらかじめ

システムに登録されている必要がある。 

 

(1) 予備申告の変更 

イ 呼出しによらない方法 

「海上簡易輸入申告」業務（業務コード：ＳＤＣ）を利用して、申告番号、海上簡易輸入申

告により申告した事項及び訂正を必要とする事項を入力し送信する。 

ロ 呼出しによる方法 

「海上簡易輸入申告呼出し」業務（業務コード：ＳＤＤ）を利用して、申告番号を入力し送

信することにより、当初の海上簡易輸入申告に係る予備申告内容が「海上簡易輸入申告情報」

（出力情報コード：ＳＡＤ６０３０）として応答画面に出力されることから、出力された内容

を確認のうえ、訂正を必要とする事項を上書き入力し送信する。 

 

(2) 予備申告変更の受理及び通知 

前記(1)（予備申告の変更）により、予備申告変更が受理された場合は、各出力情報の「区分」

欄に、次の区分に応じたコードが付与されて、それぞれ配信される。 

審査検査区分識別の詳細については、税関手続関連（共通編）-共通手続-第４章（照会関係手

続）付表３－４－10（ＩＩＤ「海上簡易輸入申告照会情報」出力事項）参照。 

また、審査区分が「３」（検査扱い）であり、かつ、検査区分を付与する設定がされている通関

蔵置場である場合は、「区分」欄の３桁目に検査区分コードが付与される。 

ただし、自由化申告の場合においては、上記検査区分コードの付与は行われない。 

審査区分 審査区分コード  検査区分 検査区分コード 

簡易審査扱い １  現場検査 Ｒ 

簡易審査扱い（保留中） ＊１  検査場検査 Ｋ 

書類審査扱い ２  

検査扱い ３   

（出力情報） 
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

海上簡易輸入申告変更

控（予備申告／簡易）情

報 

ＳＡＤ１ＦＦ０ 審査区分として「１」（簡易審

査扱い）が付与された場合。 

通関業者等 

海上簡易輸入申告変更

控（予備申告／書類）情

報 

ＳＡＤ２ＦＦ０ 審査区分として「２」（書類審

査扱い）が付与された場合。 

通関業者等 

海上簡易輸入申告変更

控（予備申告／検査）情

報 

ＳＡＤ３ＦＦ０ 審査区分として「３」（検査扱

い）が付与された場合。 

通関業者等 

検査取消票 ＳＡＤ６３００ 検査指定済の場合で、検査実施

官署が変更となるとき。 

通関業者等 

検査立会者 

（注１） 

通関蔵置場 

（注２） 

（注１）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

（注２）配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

 

(3) 予備申告変更に係る運送先一覧表及び関係書類の提出 

前記(2)（予備申告変更の受理及び通知）により予備申告変更が受理された場合は、前記３(3)

（海上簡易輸入申告変更に係る運送先一覧表及び関係書類の提出）に準じて行う。 

 

６ 海上簡易輸入申告（本申告） 

(1) 海上簡易輸入申告（本申告）の登録 

イ 「申告条件」欄に「Ｚ」（予備申告（貨物搬入時本申告自動起動））を入力した場合 

予備申告貨物が通関予定蔵置場において、「ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録」業務（業務コード：

ＣＴＳ）等が実施された時に、海上簡易輸入申告（本申告）が自動起動する。ただし、次の場

合は「ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録」業務（業務コード：ＣＴＳ）等が実施された時には自動起

動しないことから留意すること。 

(ｲ) 開庁時間外の処理 

予備申告貨物に係る貨物について「ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録」業務（業務コード：ＣＴ

Ｓ）等が申告先官署の開庁時間外に実施された場合で、その時間帯に係る時間外執務要請届

の提出を行っていないときは、海上簡易輸入申告（本申告）が自動起動せず、システムによ

り自動的に開庁時申告（前記１ロ（開庁時申告（申告条件コード：「Ｋ」）参照）への付替処

理が行われる。 

この場合において、自動起動を待たずに海上簡易輸入申告（本申告）を行うときは、時間

外執務要請届の提出を行った後、「申告条件」欄に「Ｈ」（予備申告後の本申告）を入力し、

送信することにより行う。 

(ﾛ) 事故貨物 

「ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録」業務（業務コード：ＣＴＳ）等が実施された時に、「事故貨
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物」欄に税関届出を要する旨の入力がされた場合は、海上簡易輸入申告（本申告）が自動起

動しないことから、税関（保税担当部門）による事故確認を受けた後、「申告条件」欄に

「Ｈ」（予備申告後の本申告）を入力し、送信することにより海上簡易輸入申告（本申告）を

行う。 

(ﾊ) 海上簡易輸入申告の訂正 

海上簡易輸入申告（本申告）が自動起動する前に、「海上簡易輸入申告」業務（業務コー

ド：ＳＤＣ）により訂正した場合は、改めて予備申告（貨物搬入時本申告自動起動）を実施

する。 

ロ 「申告条件」欄に「Ｔ」（予備申告（本申告手動起動））を入力した場合 

予備申告貨物が保税蔵置場に搬入されたことを確認のうえ、「申告条件」欄に「Ｈ」（予備申

告後の本申告）を入力し、送信することにより海上簡易輸入申告（本申告）を行う。 

なお、海上簡易輸入申告（本申告）を申告先官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執務要

請届の提出が行われている必要がある。 

 

(2) 海上簡易輸入申告（本申告）の受理及び通知 

前記(1)（海上簡易輸入申告（本申告）の登録）により、海上簡易輸入申告（本申告）が受理さ

れた場合は、前記２(2)（海上簡易輸入申告の受理及び通知）及び(4)（検査貨物の運送等）に準

じた情報がそれぞれ配信される。 

なお、海上簡易輸入申告（本申告）までに税関が審査区分を「３」（検査扱い）から「２」（書

類審査扱い）に変更した場合においても、「検査取止情報（輸入）」（出力情報コード：ＳＡＤ４９

１１）は本申告時には配信されないことから留意すること。 

 

(3) 海上簡易輸入申告（本申告）に係る運送先一覧表及び関係書類の提出 

前記(2)（海上簡易輸入申告（本申告）の受理及び通知）により、海上簡易輸入申告（本申告）

が受理された場合は、前記２(3)（海上簡易輸入申告に係る運送先一覧表及び関係書類の提出）に

準じて行う。 

 

(4) 検査貨物の運搬等 

海上簡易輸入申告（本申告）に係る貨物が、「３」（検査扱い）となった場合は、前記２(4)（検

査貨物の運搬等）に準じて行う。 

 

(5) 海上簡易輸入申告（本申告）後に行う検査立会者の登録、変更及び取消し 

前記(1)（海上簡易輸入申告（本申告）の登録）による申告が受理された後に、検査立会者の登

録、変更又は取消を実施する場合は、この章第１節３(5)（輸入申告後に行う検査立会者の登録、

変更及び取消し）による。 

 

７ 海上簡易輸入申告の許可 

システムを使用した海上簡易輸入申告について、審査区分として「２」（書類審査扱い）又は

「３」（検査扱い）が付与された申告が許可された場合は、次の情報が配信される。 



１－６－３８ 

 

 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

輸入許可通知（海

上簡易）（書類・検

査）情報 

ＳＡＤ２ＦＧ０ なし 通関業者等（注１） 

輸入者（注２） 

許可・承認貨物

（輸入）情報 

ＳＡＤ４３１１ なし 保税蔵置場（注２） 

通関蔵置場 

（注２） 

（注１）税関に配信する旨がシステムに登録された場合は、税関に限る。 

（注２）配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 


